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第128回定時株主総会

招 集 ご 通 知
開催日時 ▶2022年6月24日（金曜日）午前10時

　
開催場所 ▶当社東京本社19階会議室

東京都港区芝浦1丁目2番1号
シーバンスN館

　
第１号議案 ▶定款一部変更の件
第２号議案 ▶取締役7名選任の件
第３号議案 ▶補欠監査役1名選任の件
第４号議案 ▶社外取締役の報酬額改定の件

書面およびインターネット等による議決権行使期限

2022年6月23日（木曜日） 午後5時15分まで
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企業理念

企 業 理 念

創業主意「わが国の福利を増進するの分子を播種栽培す」
「いま一粒の種をまく、それは我が国、日本の幸福、利益を増進する芽ばえを期待して、
いまその種をまくのだ」と言う、当社創業者兼松房治郎が創業の際に宣言した主意です。
「わが国の福利」とは明治時代に日本人が経済を発展させるための共通した社会的使命観
でした。現在では、一般公共の利益、社会貢献、国際社会への寄与、人類への貢献などに
通じる考え方であり当社の企業活動の原点となっています。この主意を受け継ぎ、基本理
念にまとめたものが、1967年に兼松江商として合併を機に制定された「われらの信条」です｡

われらの信条
1. 伝統的開拓者精神と積極的創意工夫をもって業務にあたり、適正利潤を確保し、企
業の発展を図る。

2. 会社の健全なる繁栄を通じて、企業の社会的責任を果し、従業員の福祉を増進する。
3. 組織とルールに基づいて行動するとともに、会社を愛する精神と、社内相互の人間
理解を基本として、業務を遂行する。
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株主の皆さまへ

代表取締役社長

株 主 の 皆 さ ま へ
株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く　
御礼申し上げます。

　2021年度の世界経済は、新型コロナウイルス収束の兆しが
見えたものの変異株の出現により感染が再拡大し、厳しい状
況が続きました。インフレの高進と利上げによる景気後退懸
念の中、ロシアによるウクライナ侵攻で引き起こされた世界
経済の分断は、今後の事業環境にも多大な影響を与えてくる
ものと思います。
　このような中、兼松グループは、創業135周年に向けた６ヵ
年の中期ビジョン「 」を掲げ、効果的な事業投資
による規模拡大や付加価値の獲得を追求し続けると共に、AI
やIoTなどの技術革新をビジネスチャンスとすべく、新規事業
の推進に取り組んでおります。特に、SDGs 達成に向けた環
境、社会、安全をテーマとする事業分野における投資や、兼松
グループを挙げてのDX 推進を中期ビジョンの重点施策に加え
ており、目標達成に向けてこれらの施策を力強く進めていく所
存です。ステークホルダーの皆さまの期待にお応えできるよ
う、兼松グループならではの価値を創造し続けるため一層の努
力を重ねて参ります。
　株主の皆さまには、引き続きご支援を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げます。
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招集ご通知

株 主 各 位 証券コード 8020
2022年6月7日

神戸市中央区伊藤町119番地

代表取締役社長 宮部佳也

第128回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第128回定時株主総会を右記のとおり開催いたしますのでご案内申し上げます。
　なお、本株主総会における新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、ご出席を見合わせる
ことをご検討ください。
　当日のご出席に代えて、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2022年6月23日（木曜日）　　
午後5時15分までにご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

[書面の郵送による場合]
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入のうえ、上記の行使期限までに到着する
ようご返送ください。

[電磁的方法（インターネット等）による場合]
　６～７頁に記載の「議決権行使のご案内」および「インターネット等による議決権行使のご案
内」をご確認のうえ、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。
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招集ご通知

1. 日　　時 2022年6月24日（金曜日）午前10時

2. 場　　所 当社東京本社19階会議室
東京都港区芝浦1丁目2番1号　シーバンスN館

3. 目的事項

報告事項 ⒈ 第128期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算
書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

⒉ 第128期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項 第１号議案　定款一部変更の件

第２号議案　取締役7名選任の件

第３号議案　補欠監査役1名選任の件

第４号議案　社外取締役の報酬額改定の件

当社ウェブサイト ▶ https://www.kanematsu.co.jp

記

以　上
　本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結計算書類の連結注記表および計算書類の個別注記表に
つきましては、法令および当社定款の規定に基づき、当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご
通知の提供書面には記載しておりません。
　なお、本招集ご通知の提供書面および下記ウェブサイト掲載書類は、監査役が監査報告を、会計監査人が
会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査をした書類であります。
　株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサ
イトに掲載させていただきます。
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新型コロナウイルス感染拡大防止に対するご協力のお願い

新型コロナウイルス感染拡大防止に対するご協力のお願い

本総会における新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた当社の対応について、以下のとおりご案内
申し上げます。株主の皆さまにおかれましてもご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1．株主の皆さまへのお願い
・新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、株主総会当日のご来場をお控えいただき、議決権は

事前に郵送またはインターネット等によりご行使くださいますようお願い申し上げます。
・株主総会にご出席される予定の株主さまで、感染が疑われる症状（風邪症状や発熱、だるさ、息

苦しさ等）がある株主さまは、株主総会当日のご来場はお控えくださいますようお願い申し上げ
ます。

・ご本人さま または ご家族さまに咳や熱がある場合や、基礎疾患のある方、ご高齢の方、妊娠　
されている方、乳幼児をお連れの方におかれましては、特に慎重なご判断をお願いいたします。

2．ご来場される株主さまへのお願い
・当日はマスク着用およびアルコール消毒液の使用にご協力をお願いいたします。
・当日体調不良と見受けられる株主さま、マスク着用およびアルコール消毒液の使用にご協力いた

だけない株主さまには、運営スタッフがお声掛けをさせていただくことや、ご入場の禁止および
会場からのご退出をお願いすることがございますので、あらかじめご了承ください。

3．当社対応について
・会場入口および会場各所に消毒液を設置いたします。
・例年よりも座席数を減らし、座席の間隔を空けさせていただきます。場合によっては、入場を制

限させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
・役員、事務局および株主総会運営スタッフは、マスクを着用させていただきます。
・株主総会の議事は、例年より時間を短縮し、円滑な進行となる方法を検討しております。

なお、今後の状況により、株主総会の運営などにつき大きな変更が生じる場合には当社ホームページ
（https://www.kanematsu.co.jp）にてお知らせいたします。
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議決権行使のご案内

議決権行使のご案内 議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

株主総会に
ご出席される場合

当日ご出席の際は、会場受付に同
封の議決権行使書用紙のご提出を
お願いいたします。

2022年6月24日（金曜日）
午前10時

日時

場所
当社東京本社19階会議室
東京都港区芝浦1丁目2番1号シーバンスN館

　

書面による
議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案に
対する賛否をご表示いただき、折
り返しご郵送をお願いいたしま
す。

2022年6月23日（木曜日）
午後5時15分到着分まで

行使期限

　

　

インターネット等による
議決権行使の場合

次ページの案内に従って、議案の
賛否のご入力をお願いいたしま
す。
議決権行使書用紙にインターネットによる議
決権行使に必要となる、｢議決権行使コード」
と｢パスワード」が記載されております。

2022年6月23日（木曜日）
午後5時15分入力分まで

行使期限

　

　

議決権電子行使プラットフォームのご利用について
　機関投資家の皆さまに関しましては、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による
議決権行使を行っていただくことも可能です。

重複して行使された議決権の取扱いについて
(1) 書面とインターネット等の双方で議決権行使をされた場合は、到着日時を問わずインターネット等による議決権行使を　
有効なものとさせていただきます。

(2) インターネット等で議決権行使を複数回された場合は、最後の議決権行使を有効なものとさせていただきます。
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議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイ
トにログインすることができます。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読取ってください。
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイ
トへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パ
スワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読取っていただくと、PC向けサイトへ遷移出来ます。

https://www.web54.net
議決権行使ウェブサイト

議決権行使ウェブサイトにアクセス

｢次へすすむ｣ をクリック 

バーコード読取機能付のスマートフォンまたは携帯電話を利用し
て左の2次元コードを読み取り、議決権行使ウェブサイトに接続
することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ち
のスマートフォンまたは携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

お手元の議決権行使書用紙に記載された ｢パスワード｣ 等
を入力し、｢登録｣ をクリック

ログインする

お手元の議決権行使書用紙に
記載された「議決権行使コー
ド」を入力し、「ログイン」を
クリック

以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。 フリーダイヤル 0120-652-031 （受付時間 9:00～21:00）

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

　

インターネット等による議決権行使のご案内
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定款変更議案

株主総会参考書類
[ 第１号議案 ] 定款一部変更の件
現行定款の一部を次の変更案のとおりに改めたいと存じます。

1. 変更の理由
（１）　株主総会および取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第14条および第21条に定める
　　　　株主総会および取締役会の招集権者および議長を、それぞれ取締役会においてあらかじめ定めた
　　　　取締役に変更するものであります。
（２）　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
　　　　規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次
　　　　のとおり当社定款を変更するものであります。
　　　①　変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる
　　　　　旨を定めるものであります。
　　　②　変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
　　　　　するための規定を設けるものであります。
　　　③　株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要とな
　　　　　るため、これを削除するものであります。
　　　④　上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
（３）　その他、用語の統一のため、所要の変更を行うものであります。
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定款変更議案

現行定款 変更案

第３章　株主総会 第３章　株主総会

第14条 （招集権者および議長）
株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長とな
る。

第14条 （招集権者および議長）
株主総会は、取締役会の決議により、あらかじめ取
締役会が定めた取締役が招集し、議長となる。

２ 取締役社長に事故があるときは、取締役会において
あらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総
会を招集し、議長となる。

２ 前号に定めた取締役に事故あるときまたは欠けたと
きは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従
い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

第15条　（株主総会参考書類等のインターネット開示とみな
し提供）

当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書
類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載
または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に
定めるところに従いインターネットを利用する方法
で開示することにより、株主に対して提供したもの
とみなすことができる。

（削　除）

（新　設） 第15条 （電子提供措置等）
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書
類等の内容である情報について、電子提供措置をと
るものとする。

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令
で定めるものの全部または一部について、議決権の
基準日までに書面交付請求した株主に対して交付す
る書面に記載しないことができる。

2. 現行定款および変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示しております。）
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定款変更議案

現行定款 変更案

第４章　取締役、取締役会および執行役員 第４章　取締役、取締役会および執行役員

第21条 （取締役会の招集権者および議長）
取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取
締役会長がこれを招集し、議長となる。

第21条 （取締役会の招集権者および議長）
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、
取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、議長となる。

２ 取締役会長に欠員または事故があるときは、取締役
社長が、取締役社長に事故があるときは、取締役会
においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役
が取締役会を招集し、議長となる。

２ 前号に定める議長に差し支えがあるときは、取締役
会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締
役が取締役会を招集し、議長となる。

第22条～第23条（条文省略） 第22条～第23条（現行どおり）
第24条 （取締役会規定）

取締役会に関する事項は、法令または本定款のほ
か、取締役会において定める取締役会規定による。

第24条 （取締役会規程）
取締役会に関する事項は、法令または本定款のほ
か、取締役会において定める取締役会規程による。

第５章　監査役および監査役会 第５章　監査役および監査役会

第31条 （監査役会規定）
監査役会に関する事項は、法令または本定款のほ
か、監査役会において定める監査役会規定による。

第31条 （監査役会規程）
監査役会に関する事項は、法令または本定款のほ
か、監査役会において定める監査役会規程による。

（新　設） （附則）
１． 変更前定款第15条（株主総会参考書類等のインター

ネット開示とみなし提供）の削除および変更後定款
第15条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一
部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第
１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日であ
る2022年９月１日（以下「施行日」という）から
効力を生ずるものとする。

２． 前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の
日を株主総会の日とする株主総会については、変更
前定款第15条はなお効力を有する。

３． 本附則は、施行日から６か月を経過した日または前
項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれ
か遅い日後にこれを削除する。

10



2022/05/26 15:19:46 / 21825207_兼松株式会社_招集通知

取締役選任議案

[ 第２号議案 ] 取締役7名選任の件

候補者番号

1
た に

谷
 

 
が わ

川
 

 
 

　
 

 
かおる

薫 再 任
生年月日 所有する当社の株式数

1958年9月24日 35,800株
　

    1981年    4 月 当社入社
    2004年    7 月 兼松米国会社サマセット支店長
    2008年    1 月 当社情報・産業電子部長
    2010年    6 月 兼松コミュニケーションズ

株式会社に出向
同社取締役就任

    2011年    4 月 当社企画部長
    2013年    6 月 取締役就任　 (現担当業務） 監査室担当

    2014年    6 月 執行役員制度拡充に伴い
取締役退任
常務執行役員就任

    2015年    6 月 取締役　専務執行役員就任
    2017年    6 月 代表取締役社長就任

2021年    6 月 代表取締役会長就任
現在に至る

　　

■●略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

■●取締役候補者とした理由
谷川　薫氏は、2017年以降当社の代表取締役社長を務め、経営の重要事項の意思決定や業務執行
の監督を担っており、経営者として豊富な経験・実績・見識を有しております。2021年に代表取
締役会長就任後も、当社グループ経営の監督およびガバナンスの強化に尽力しており、引き続き取
締役として選任をお願いするものであります。

　取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役会の監督機能強化のた
め社外取締役を1名増員し、取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は次のとおりであります。
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取締役選任議案

候補者番号

2
み や

宮
 

 
べ

部
 

 
よ し

佳
 

 
や

也 再 任
生年月日 所有する当社の株式数

1959年1月21日 20,500株
　

    1983年    4 月 当社入社
    1999年    4 月 電子機器部第一課長
    2001年    6 月 兼松米国会社シカゴ支店勤務
    2006年    2 月 当社電子機器部長
    2012年    6 月 取締役就任　

    2014年    6 月 執行役員制度拡充に伴い
取締役退任
常務執行役員就任

    2018年    6 月 取締役　専務執行役員就任
2021年    6 月 代表取締役社長就任

現在に至る

　

■●略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

■●取締役候補者とした理由
宮部佳也氏は、入社以来主に車両・車載、電子機器事業に従事し、2012年に取締役就任、海外    
サプライチェーンの構築など、収益基盤の強化に尽力し、豊富な経験と幅広い見識を有しており  
ます。2021年に代表取締役社長就任後も、当社グループ経営の推進にリーダーシップを発揮して
おり、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

3
つ た

蔦
 

 
の

野
 

 
て つ

哲
 

 
ろ う

郎 再 任
生年月日 所有する当社の株式数

1969年4月3日 24,500株
　

    1992年    4 月 当社入社
    2007年    8 月 主計部財経管理課長
    2012年    4 月 財務部資金課長
    2013年    4 月 財務部長
    2017年    6 月 取締役　執行役員就任
    2018年    6 月 取締役　上席執行役員就任

現在に至る
(現担当業務） 企画、IT企画、先進技術・事業

連携担当　

■●略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

■●取締役候補者とした理由
蔦野哲郎氏は、企画、IT企画、先進技術・事業連携を担当し、経営戦略の策定、事業の拡大、DX
およびサスティナビリティの推進等に尽力しております。財務・主計に精通し、豊富な経験と幅広
い見識を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号

4
ま す

桝
 

 
た に

谷
 

 
しゅう

修
 

 
じ

司 新 任
生年月日 所有する当社の株式数

1965年12月7日 1,600株
　

(現担当業務） 財務、主計、営業経理担当

1990年    4 月 当社入社
2006年10月 営業経理部第一課長
2008年    4 月 営業経理部第四課長
2010年    8 月 主計部主計課長
2012年    6 月 営業経理部長
2019年    6 月 兼松サステック株式会社に出向

同社取締役就任
2021年    6 月 当社執行役員就任　現在に至る

　　

　

■●略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

■●取締役候補者とした理由
桝谷修司氏は、入社以来財務、主計に従事し、豊富な業務経験と幅広い見識を有しております。
また、グループ会社の取締役を務めるなど、グループ経営にも精通しており、新たに取締役として
選任をお願いするものであります。
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候補者番号

5
た

田
 

 
は ら

原
 

 
ゆ う

祐
 

 
こ

子 再 任 社　外
取締役

独 立
役 員

生年月日 所有する当社の株式数
1959年10月9日 0株

　

    1991年    4 月 マンパワー・ジャパン株式会社
入社

    1993年    8 月 株式会社リック入社
電化住宅推進室長

    1998年    7 月 株式会社ベーシック
代表取締役就任　現在に至る

    2012年    6 月 一般社団法人フレームワーク
普及促進協会代表理事就任
現在に至る　

    2018年    6 月 サンヨーホームズ株式会社
社外取締役(監査等委員)就任
現在に至る

    2019年    6 月 当社社外取締役就任
現在に至る

    2020年    4 月 社会情報大学院大学（現社会構
想大学院大学）先端教育研究所
客員教授

    2021年    4 月 社会情報大学院大学（現社会構
想大学院大学）実務教育研究科
教授　現在に至る

　

■●略歴、当社における地位および担当

■●重要な兼職の状況
株式会社ベーシック　代表取締役
一般社団法人フレームワーク普及促進協会　代表理事
サンヨーホームズ株式会社　社外取締役(監査等委員)

■●社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
田原祐子氏は、企業経営における豊富な経験と人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見
識を有していることから、引き続き経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただく
ことを期待しており、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏が選任され
た場合には、報酬委員会委員長、指名委員として当社の役員報酬の決定や役員候補者の選定に対
し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
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候補者番号

6
た

田
 

 
な か

中
 

 
か ず

一
 

 
ひ ろ

弘 再 任 社　外
取締役

独 立
役 員

生年月日 所有する当社の株式数
1966年 8月31日 0株

　

    1990年    4 月 株式会社日本興業銀行入行
    1999年    4 月 神戸大学大学院経営学研究科

助教授
    2003年    4 月 一橋大学大学院商学研究科

助教授
    2007年    4 月 同大学院商学研究科准教授　

    2010年    4 月 同大学院商学研究科教授
    2018年    4 月 同大学院経営管理研究科教授

現在に至る
    2019年    1 月 同大学院経営管理研究科長・

商学部長
    2020年    6 月 当社社外取締役就任

現在に至る　

■●略歴、当社における地位および担当

■●重要な兼職の状況
一橋大学大学院経営管理研究科　教授

■●社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
田中一弘氏は、経営学を専門とする大学教授であり、企業経営についての幅広い知識と高い見識を
有していることから、引き続き経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただくこと
を期待しており、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏が選任された場
合は、指名委員会委員長、報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客
観的・中立的立場で関与いただく予定です。
なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の
理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
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取締役選任議案

候補者番号

7
さ さ

笹
 

 
 

　
 

 
ひ ろ

宏
 

 
ゆ き

行 新 任 社　外
取締役

独 立
役 員

生年月日 所有する当社の株式数
1955年９月14日 ０株

　

    1982年    4 月 オリンパス光学工業株式会社
（現オリンパス株式会社）入社

    2001年    4 月 同社　内視鏡事業企画部長
    2005年    4 月 オリンパスメディカルシステムズ

株式会社　第１開発本部長
    2007年    4 月 同社　マーケティング本部長
    2007年    6 月 オリンパス株式会社　執行役員

就任
オリンパスメディカルシステムズ
株式会社　取締役就任　

2012年    4 月 オリンパス株式会社　代表取締
役社長執行役員就任

2019年    4 月 同社　取締役就任
2020年    6 月 株式会社京三製作所　社外取締

役就任　現在に至る　

■●略歴、当社における地位および担当

■●重要な兼職の状況
　　株式会社京三製作所　社外取締役

■●社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
笹　宏行氏は、オリンパス株式会社の代表取締役社長を務めるなど、企業経営における豊富な経験
と高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただく
ため、新たに当社の社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏が選任された
場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立
的立場で関与いただく予定です。

（注）1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 田原祐子氏、田中一弘氏および笹　宏行氏は社外取締役候補者であります。
3. 田原祐子氏の社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって３年であります。また、田中一弘氏の

社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって２年であります。
4. 社外取締役との責任限定契約について

(1) 当社と田原祐子氏および田中一弘氏との間では、会社法第427条第1項の規定に基づく同法第423条第1項
の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。本議案が承認可決された場合には、本契約を継続する
予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は同法第425条第1項に定める最低責任限度額と
しております。
(2) 当社と笹　宏行氏との間では、本議案が承認可決された場合には、会社法第427条第1項の規定に基づく
同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠
償責任の限度額は同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

5. 当社と各候補者との間では、本議案が承認可決された場合には、会社法第430条の2第１項の規定に基づき、
同項第１号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する契約を締結する予定
であります。

6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当
社取締役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受ける
ことによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が取締
役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時にお
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取締役選任議案

いても同様の内容での更新を予定しております。
7. 田原祐子氏および田中一弘氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出てお

ります。また、笹　宏行氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出る予定
であります。
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[ 第３号議案 ] 補欠監査役１名選任の件

あ か

赤
 

 
ま つ

松
 

 
い く

育
 

 
こ

子 社　外
監査役

独 立
役 員

生年月日 所有する当社の株式数
1968年2月27日 0株

　　

    1995年    1 月 太田昭和監査法人(現ＥＹ新日本
有限責任監査法人)入所

    1997年    4 月 公認会計士登録
    2008年    4 月 公認不正検査士登録
    2010年    12月 学校法人産業能率大学総合研究

所 主幹研究員(2020年3月退
任）

    2018年    8 月 株式会社トップス　社外取締役
現在に至る

    2019年    6 月 株式会社新生銀行　社外監査役
現在に至る

    2019年    7 月 日本公認会計士協会 理事　現在
に至る　

    2020年    6 月 株式会社カワチ薬品 社外取締役
現在に至る
東洋製罐グループホールディン
グス株式会社 社外監査役　現在
に至る

　

■●略歴、当社における地位

■●重要な兼職の状況
日本公認会計士協会　理事
株式会社新生銀行　社外監査役
東洋製罐グループホールディングス株式会社　社外監査役

■●補欠の社外監査役候補者とした理由
赤松育子氏は、これまで公認会計士・公認不正検査士として培ってきた会計に関する専門的な知識
および経験を当社の監査に反映していただくことが期待できるため、補欠の社外監査役として選任
をお願いするものであります。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与し
た経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができ
るものと判断しております。

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存
じます。
　補欠監査役候補者は次のとおりであります。
　また、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
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補欠監査役選任議案

（注）1. 赤松育子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 赤松育子氏は補欠の社外監査役候補者であります。
3. 赤松育子氏が監査役に就任した場合には、当社との間で会社法第427条第1項の規定に基づく同法第423条第1

項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度
額は同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

4. 赤松育子氏が監査役に就任した場合には、当社との間で会社法第430条の２第１項の規定に基づき、同項第１
号の費用および同項第２号の損失を、法令の定める範囲内において当社が補償する契約を締結する予定であ
ります。

5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当
社監査役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受ける
ことによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。赤松育子氏が監
査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時に
おいても同様の内容での更新を予定しております。

6. 赤松育子氏が監査役に就任した場合には、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届
け出る予定であります。
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社外取締役の報酬額改定の件

[ 第４号議案 ] 社外取締役の報酬額改定の件
　当社の取締役の報酬額は、2015年6月24日開催の第121回定時株主総会において年額3億円以内（うち、
社外取締役の報酬額を年額30百万円以内）としてご承認いただき、今日に至っておりますが、取締役会の
監督機能強化のため社外取締役を1名増員することに伴い、社外取締役の報酬額を改めさせていただきたい
と存じます。
　報酬支給額につきましては、賞与を含めた報酬とし、取締役の報酬額を現在の年額3億円以内に据え置い
たうえで、社外取締役の報酬額を年額40百万円以内に改めさせていただきたいと存じます。
　本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給基準、現在の役員の員数および今後の動向等を総合
的に勘案しつつ、報酬委員会の審議を経て取締役会で決定しており、相当であるものと判断しております。
　また、当社の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は事業報告３　4)取締役および監査役の報
酬等の額に記載のとおりであります。
　現在の取締役は6名（うち社外取締役は2名）であり、第2号議案をご承認いただきますと取締役は7名
（うち社外取締役は3名）となります。
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スキルマトリックス

[ ご参考 ] スキル・マトリックス

プロフェッショナル・バックグラウンド

社内役員・部門長経歴 社外役員経歴（含、関係会社） グローバル
(海外勤務歴)事業セグメント 社名/役職

取

締

役

谷川　薫 代表取締役
会長

電子・デバイス部門担当役員
電子・デバイス担当役員・部門長
企画担当役員
監査室担当役員(現職)
代表取締役社長
代表取締役会長(現職)

1年
3年
2年
1年
4年
1年

電子・デバイス(モバイル)
電子・デバイス(半導体部品・製造装置)
電子・デバイス(電子機器・電子材料)
電子・デバイス(電子機器・電子材料)
電子・デバイス(ICTソリューション)

兼松コミュニケーションズ株式会社/取締役
Kanematsu Semiconductor Taiwan Ltd./董事
カンタツ株式会社/取締役
Kanematsu Industrial and Trading(Dalian F.T.Z)Co., Ltd./董事
兼松エレクトロニクス株式会社/取締役

米国 15年

宮部　佳也 代表取締役
社長

電子・IT部門副担当役員
車両・航空部門担当役員
車両・航空担当役員・部門長
代表取締役社長(現職)

1年
1年
7年
1年

車両・航空(航空宇宙)
車両・航空(車両・車載部品)
車両・航空(車両・車載部品)
電子・デバイス(電子機器・電子材料、環境関連事業)

新東亜交易株式会社/取締役
Kanematsu Mexico S. de R.L. de C.V. /Director
カネヨウ株式会社/取締役
兼松サステック株式会社/取締役

米国 10年

蔦野　哲郎 取締役
財務、主計、営業経理担当役員
企画担当役員(現職)
IT企画担当役員(現職)

4年
1年
1年

その他(投資判断、ファンド運営) AZ-Star株式会社/取締役 米国 4年

桝谷　修司 取締役 財務･主計･営業経理担当役員(現職） 1年 電子・デバイス(電子機器・電子材料、環境関連事業) 兼松サステック株式会社/取締役 英国
ドイツ

2年
2年

田原　祐子 取締役
(非常勤)

社外取締役(現職) 3年 株式会社ベーシック/代表取締役(現職)
一般社団法人フレームワーク普及促進協会/代表理事(現職)
サンヨ―ホームズ株式会社/社外取締役監査等委員（現職）
社会構想大学院大学/実務教育研究科教授(現職)

田中　一弘 取締役
(非常勤)

社外取締役(現職) 2年 日本興業銀行勤務
一橋大学大学院経営管理研究科／教授（現職）
同大学院経営管理研究科長・商学部長

笹　　宏行 取締役
(非常勤)

オリンパス株式会社/執行役員
オリンパスメディカルシステムズ株式会社/取締役
オリンパス株式会社/代表取締役、社長執行役員
株式会社京三製作所/社外取締役（現職）

米国 5年

監

査

役

村尾　哲朗 監査役

機械・プラント部門担当役員
人事総務担当役員
営業統括担当役員
企画担当役員
監査役(現職)

3年
5年
1年
1年
3年

車両・航空(車両・車載部品)
(鉄鋼、航空宇宙、飼料、畜産、食品、他)
電子・デバイス(電子機器・電子材料、環境関連事業)

カネヨウ株式会社/社外取締役
新東亜交易株式会社/代表取締役社長
兼松サステック株式会社/取締役

エジプト
ポーランド

4年
4年

平井　基壽 監査役
海外現地法人/社長(香港)
監査役(現職)

1年
2年

電子・デバイス(電子機器・電子材料、環境関連事業)
電子・デバイス(電子機器・電子材料、環境関連事業)
電子・デバイス(電子機器・電子材料、環境関連事業)

兼松日産農林株式会社(現兼松サステック株式会社)/常務取締役
同社/専務取締役
同社/顧問

ドイツ
香港

6年
3年

倉橋　雄作 監査役
(非常勤)

社外監査役(現職) 3年 弁護士登録、中村・角田・松本法律事務所
同法律事務所/パートナー(現職)
株式会社ユナイテッドアローズ/社外取締役 監査等委員（現職）

稲葉　喜子 監査役
(非常勤)

社外監査役(現職) 1年 稲葉公認会計士事務所/代表(現職)
株式会社ＰＡＳ(現株式会社はやぶさコンサルティング)/代表取締役(現職)
はやぶさ監査法人（現監査法人保森会計事務所）/代表社員(現職)
税理士法人はやぶさ会計/代表社員(現職)
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ／社外監査役（現職）
株式会社ディ・エヌ・エー／社外監査役（現職）

当社は、創業135周年にあたる2024年3月期に向けた６ヵ年を対象とした中期ビジョン 「 」 を策定し、
前半3ヵ年では基盤事業における持続的成長、事業投資による規模拡大、付加価値向上による利益増大を基本方針とし
て、事業を推進してまいりました。後半3ヵ年においてはこれらの基本方針に加え、SDGsやDXへの取組みを重点施策
として追加し、商社としてグローバルな事業展開を推進いたします。取締役会はこれらの事業推進を後押しすべく、
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スキルマトリックス

中長期の経営戦略と取締役会に求められるスキル
中長期的な企業価値の向上 事業投資 サステナビリティ、DXの推進

企業経営 事業戦略立案 人材マネジメント ガバナンス 投資判断 ファイナンス SDGs(ESG)経営思考 テクノロジー･DX イノベーション

◎ ◎ 〇 ◎ ◎ 〇 〇 ◎ 〇

◎ ◎ 〇 〇 ◎ 〇 〇 ◎ ◎

◎ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎

〇 ◎ ◎

〇 ◎ ◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎ 〇 ◎ ◎ 〇

〇 ◎ ◎ ◎

◎

◎

〇 ◎

「 」の実現に向けた経営課題について、戦略的かつ大局的な観点での助言と監督を実効的に行うことを重要
な職責と位置づけ、取締役会が備えるべきスキルとして、重点施策にかかわる9項目（「企業経営」、「事業戦略立
案」、「人材マネジメント」、「ガバナンス」、「投資判断」、「ファイナンス」、「SDGs（ESG）経営思考」、
「テクノロジー・DX」、「イノベーション」）を特定いたしました。

表中の〇印は、知見・経験を有する分野を表し、◎印は特に貢献が期待される分野を表しております。

以　上
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事業の経過および成果

［提供書面］

事業報告（2021年4月1日から2022年3月31日まで）

1 企業集団の現況に関する事項

1）事業の経過および成果
　当期の世界経済は、前半は、ワクチン接種の進展に伴う経済正常化を受けて急回復を遂げてきましたが、
その後の変異ウイルスの出現や世界的なサプライチェーン（供給網）の混乱、各国におけるインフレの高進
に加え、２月に発生したロシアによるウクライナ侵攻とそれに対する各国制裁の影響が、世界景気の下振れ
要因として懸念されます。
　米国経済は、大型経済対策と経済正常化に伴う需要の急増により世界経済の回復を牽引していますが、労
働市場のひっ迫や供給網の混乱などにより物価上昇に歯止めがかからず、インフレ抑制を優先した急ピッチ
での金融引き締め局面に入ったことから、景気の先行きについては注視が必要な状況です。
　欧州においても、経済の正常化が進められてきましたが、相次ぐ変異株の拡大による行動制限が足かせと
なる中、ウクライナ危機と、それによるエネルギー供給不安などが回復の勢いを減速させてきました。
　中国においては、電力供給の制限や不動産市場への規制に加え、「ゼロコロナ政策」によるロックダウン
（都市封鎖）により景気回復に急ブレーキがかかりつつある上に、供給網の停止が日本をはじめ世界経済へ
も影響を与えつつあります。
　日本経済は、度重なる緊急事態宣言とそれに伴う行動制限に加え、部品部材不足や原材料高、ウクライナ
危機以降は一段の資源高・穀物高も影響し、主要国経済の中ではもっとも鈍い回復に留まっています。
　このような環境のもと、当期の当社グループの業績につきましては、次のとおりとなりました。
　市況上昇を受けた畜産事業や食糧事業、原油価格上昇により原油・石油製品取引高が増加したエネルギー
事業を中心にほぼすべての事業において増収となりました。官公庁向け契約の端境期となった航空宇宙事業
や手数料収入が減少したモバイル事業では減益となった一方、増収の畜産事業やICTソリューション事業、
鋼管事業で増益となりました。
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事業の経過および成果

　その結果、収益は、前期比1,188億21百万円（18.3％）増加の7,679億63百万円となり、売上総利益は、
前期比102億86百万円（10.1％）増加の1,118億１百万円となりました。営業活動に係る利益は、販売費及
び一般管理費は増加しましたが売上総利益の増加により、前期比57億12百万円（24.2％）増加の293億47
百万円となりました。また、営業活動に係る利益の増加などにより、税引前利益は、前期比51億85百万円
（22.0％）増加の287億65百万円となり、親会社の所有者に帰属する当期利益は、前期比26億71百万円
（20.1％）増加の159億86百万円となりました。これにより、親会社の所有者に帰属する持分（自己資本）
に対する親会社の所有者に帰属する当期利益率（ROE）は、10.5％となりました。
　財政状態につきましては、総資産が、前期末比769億61百万円増加の6,344億56百万円となりました。有
利子負債につきましては、短期借入金の増加などにより、前期末比212億95百万円増加の1,434億52百万円
となりました。現預金を差し引いたネット有利子負債は、前期末比107億22百万円増加の512億42百万円と
なりました。なお、有利子負債にはリース負債を含めておりません。また、資本のうち、親会社の所有者に
帰属する持分（自己資本）につきましては、親会社の所有者に帰属する当期利益の積上げおよび円安に伴う
その他の資本の構成要素の増加などにより、前期末比155億58百万円増加の1,594億84百万円となりまし
た。その結果、親会社所有者帰属持分比率（自己資本比率）は25.1％、ネット有利子負債資本倍率（ネット
DER）は0.3倍と、引き続き健全な財務体質を維持しております。
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事業セグメント別の業績

電子・デバイス

収益 2,554億63百万円
（前期比 13.0 ％増）　

　ICTソリューション事業は、ネットワークセキュリティ
関連のほか、ストレージ関連案件の増加などもあり好調
に推移しました。モバイル事業は、ショップへの来店者
数は回復するものの、コロナ禍での店舗支援金など手数
料収入が減少したため低調に推移しました。半導体部
品・製造装置事業は、旺盛な需要を背景に車載向け半導
体部品や半導体装置などの出荷が伸長し順調に推移しま
した。その結果、セグメント全体では、増収増益となり
ました。

33.3%

食　料

収益 2,852億84百万円
（前期比 16.6 ％増）　

畜産事業は、畜産物全般の価格が大きく上昇し、外
食関連販売で苦戦した前期からの反動により大幅増益と
なりました。食糧事業は、第４四半期での相場急騰によ
る評価損などにより低調に推移しました。食品事業は、
リテール市場向け商材の取引が伸長し順調に推移しまし
た。その結果、セグメント全体では、増収増益となりま
した。

37.1%

鉄鋼・素材・プラント

収益 1,479億93百万円
（前期比 52.8 ％増）　

　鋼管事業は、エネルギー需要の回復を受け堅調に推移
しました。工作機械・産業機械事業は、新型コロナウイ
ルスの影響を強く受けた前期の事業環境から回復し順調
に推移しました。一方、エネルギー事業は、先物評価損
が先行したため低調に推移しました。その結果、セグメ
ント全体では、増収増益となりました。

19.3%

事業セグメント別の業績
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車両・航空

収益 658億27百万円
（前期比7.4％減）　

　航空宇宙事業は、官公庁向け契約の端境期にあたり低
調に推移しました。一方、車両・車載部品事業は、コロ
ナ禍からの市況回復と円安により車載部品取引が順調に
推移しました。その結果、セグメント全体では、減収減
益となりました。

8.6%

その他

収益 133億95百万円
（前期比 27.6 ％増）　

　その他の事業セグメントは、増収増益となりました。

1.7%

事業セグメント 金　額 構成比 前期比増減率
百万円 ％ ％

電 子 ・ デ バ イ ス 255,463 33.3 13.0

食 料 285,284 37.1 16.6

鉄 鋼 ・ 素 材 ・ プ ラ ン ト 147,993 19.3 52.8

車 両 ・ 航 空 65,827 8.6 △7.4

そ の 他 13,395 1.7 27.6

合 計 767,963 100.0 18.3

（事業セグメント別収益）

（注）セグメント間の取引については相殺消去しております。
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2）設備投資の状況
　特に記載すべき事項はありません。

3）資金調達の状況
　当社グループは、６ヵ年の中期ビジョン「 」の中で掲げている「持続的成長」を実現するた
めに必要な、低コストで安定的な資金調達を基本方針として資金調達活動に取り組んでおります。
　当社グループの資金調達につきましては、メインバンク、地銀、生損保等の金融機関との良好な関係を背
景とした間接金融をベースに、長期資金の調達手段の一つとして普通社債を発行し資本市場からの調達も実
施しております。なお、当期につきましては、借入金返済に充当するため、100億円の普通社債を発行いた
しました。
　この結果、当期末におけるネット有利子負債残高は512億42百万円となり、前期末に比べ107億22百万円
増加いたしました。

4）重要な企業再編等の状況
　該当事項はありません。

最終年度目標（2024年３月期） 2022年３月期実績

連　結　当　期　利　益 200億円 160億円

Ｒ　Ｏ　Ｅ 10％ ～ 12％ 10.5％

総　還　元　性　向 30％ ～ 35％ 34.0％

5）対処すべき課題
　当社グループは、６ヵ年の中期ビジョン「 」（2018年４月～2024年３月）を策定し、基盤
となる事業における持続的成長を目指すとともに、強みを有する事業分野での事業投資により規模の拡大や
付加価値の獲得を追求するという基本方針のもと、SDGsやDXの取組みを重点施策に加え、連結当期利益
200億円の目標を掲げております。
　また、収益構造および財務構造の安定性を背景に、配当性向（総還元性向）目標は30～35％とし、ROE
目標は10～12％として、資本の効率性を重視した経営を推進いたします。

（１）定量目標

（注）連結当期利益は親会社の所有者に帰属する当期利益を示しております。
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設備投資の状況、資金調達の状況、重要な企業再編等の状況、対処すべき課題

（２）重点施策および当期末における進捗状況
①　基盤となる事業における持続的成長と、事業投資による規模拡大、付加価値獲得
　基盤となる事業における持続的成長を目指すとともに、健全な財務構造のもと、資本とリスクアセッ
トのバランスを取りつつ成長投資を実行して参ります。強みを有する事業分野、SDGs達成に向けた環
境・社会・安全をテーマとする事業分野において、「規模拡大」型と「付加価値」型の二軸で事業投資
を推進しております。当期における主な実績は、次のとおりであります。
✓ 規模拡大を主とする投資としては、携帯電話販売二次代理店の買収、産業用資材商社の買収、北米
の鋼管加工事業第二工場の設立などを行いました。

✓ 付加価値獲得を主とする投資としては、鋼板加工メーカーへの持分法追加出資、インドネシアの総
合食品メーカーの新規株式公開（IPO）に伴う株式取得などを行いました。

②　技術革新への対応
　現行分野の周辺において将来に向けた「イノベーション」型の開発投資を行い、IoTやAIなど先進技
術を軸とした新規事業を推進・拡大するとともに、グループを挙げてDXも推進して参ります。
　当期においては、空飛ぶクルマの垂直離発着場を運営するイギリスベンチャー企業との資本業務提携
やカーボンナノチューブの社会実装を目指す新興メーカーへの出資、また、事業共創プラットフォーム
のオープンイノベーションの具現化として在庫管理サービスやAI技術を活用した画像検査サービスの販
売開始、ベンチャー企業の支援に強みを持つベンチャーキャピタルとの包括業務提携などを行いました。

③　持続的成長を実現するための経営インフラ確立
　当期においては、コアタイムのないフルフレックス制度を導入いたしました。業務の繁閑に合わせて
出社時刻・退社時刻を利用者本人が原則自由に設定でき、今まで以上に効率的な働き方ができるように
なりました。加えて、業務のデジタル化を推進するため、経費精算および会議体の完全デジタル化・
ペーパーレス化を実現いたしました。これからも多様な働き方が実現できる環境づくりに努めて参ります。
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　また、当社そして社会の持続的成長のため、サステナビリティ推進委員会とサステナビリティ推進室
を中心として、SDGsをより一層意識した事業ならびに経営に取り組んでおり、当期においては、気候
関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言に賛同を表明するとともに、同提言に賛同する企業
や金融機関等からなるTCFDコンソーシアムへ参画いたしました。

　以上のような取組みや施策を進め、親会社の所有者に帰属する当期利益は、新型コロナウイルス感染
症発生以前の2019年３月期の利益水準となる160億円に回復いたしました。また、親会社の所有者に
帰属する持分（自己資本）に対する親会社の所有者に帰属する当期利益率（ROE）は、10.5％となり
ました。
　期末配当金につきましては、2022年２月４日に公表した配当予想の修正のとおり１株当たり35円と
させていただきました。中間配当において１株当たり30円の配当を実施しておりますので、年間配当
金は１株当たり65円となりました。その結果、配当性向は、34.0％となりました。
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（３）来期の見通し
　来期においては、ウクライナ危機の深刻化・長期化と、それによるグローバル市場の分断やインフレの加
速、各国の金融引き締め政策転換による景気の腰折れ懸念や、主に中国の「ゼロコロナ政策」を通じて新型
コロナウイルス感染症の影響も残り、世界経済の減速要因として懸念されます。
　日本経済は、資源高・穀物高、円安の進展による交易条件の悪化も影響し、景気の拡大は主要国の中では
緩やかなものに留まる見込みです。
　このような環境下ではありますが、中期ビジョン「 」の重点施策、「基盤となる事業におけ
る持続的成長と、事業投資による規模拡大」「技術革新への対応」「持続的成長を実現するための経営イン
フラ確立」を推進し、後半３ヵ年の施策として加えたSDGsやDXへの取組みを強化し、更なる価値創造に
注力して参ります。
　来期の業績見通しにつきましては、収益8,500億円、営業活動に係る利益315億円、税引前利益320億
円、親会社の所有者に帰属する当期利益180億円を見込んでおります。
　来期の配当予想につきましては、中期ビジョンにて目標とする配当性向30～35％および来期の業績見通
しを踏まえ、１株当たり年間配当金は５円増配の70円を予定しており、配当性向は、32.5％となる見込み
です。

　＊業績予想に関する留意事項
　本資料に記載されている業績見通しなどの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の
前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績などは様々な要因により大きく異
なる可能性があります。
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区　分 第125期
（2019年３月期）

第126期
（2020年３月期）

第127期
（2021年３月期）

第128期
（当連結会計年度）
（2022年３月期）

収 益 （百万円） 723,849 721,802 649,142 767,963
親会社の所有者に帰属する
当 期 利 益 （百万円） 16,605 14,399 13,315 15,986

基 本 的 １ 株 当 た り
当 期 利 益 （円） 198.22 172.43 159.44 191.42

資 産 合 計 （百万円） 549,459 551,671 557,495 634,456
資 本 合 計 （百万円） 158,698 166,174 180,492 199,282

6）財産および損益の状況の推移

（注）1. 当社は、会社計算規則第120条第１項の規定により国際会計基準（IFRS）に準拠して連結計算書類を作成しております。
2. 「基本的１株当たり当期利益」は、役員向け株式交付信託が保有する当社株式を控除した期中平均株式数により算出してお
ります。

会社名 資本金 出資比率 主要な事業内容

兼 松 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 株 式 会 社 百万円
9,031

％

58.21
情報・通信関連機器のシステムインテグレーション・
サービス

兼松コミュニケーションズ株式会社 百万円
1,425 100.00 移動体通信機器販売、

モバイルインターネットシステム・サービス

兼 松 サ ス テ ッ ク 株 式 会 社 百万円
3,325 52.83 住宅関連資材の製造・販売、地盤調査・改良工事、

セキュリティ監視カメラの施工・販売

兼 松 ト レ ー デ ィ ン グ 株 式 会 社 百万円
260 100.00 一般鋼材・建築用資材の販売

株 式 会 社 兼 松 ケ ー ジ ー ケ イ 百万円
706 100.00 工作機械・産業機械の販売

兼 松 ペ ト ロ 株 式 会 社 百万円
1,000 100.00 石油製品および液化石油ガスの販売

新 東 亜 交 易 株 式 会 社 百万円
500 100.00 飲料自動販売機事業、

航空機用エンジンなどの輸出入および販売

K a n e m a t s u  U S A  I n c . 千米ドル
100,000 100.00 商品の輸出入および販売

Kanematsu（Hong Kong）Ltd. 千香港ドル
409,119 100.00 商品の輸出入および販売

7）重要な子会社の状況

（注）出資比率には、当社および当社の子会社が有する出資比率の合計を記載しております。
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8）主要な事業内容（2022年3月31日現在）

　当社グループは、国内外のネットワークと各事業分野で培ってきた専門性と、商取引、情報収集、市場開
拓、事業開発・組成、リスクマネジメント、物流などの商社機能を有機的に結合して、電子・デバイス、食
料、鉄鋼・素材・プラント、車両・航空を中心とした幅広い分野で、多種多様な商品・サービスを提供して
おります。

9）主要な事業所（2022年3月31日現在）

①当社の主要な事業所
国　内：神戸本店（神戸市中央区）、東京本社（東京都港区）、大阪支社（大阪市中央区）
海　外：マニラ支店

②主要な子会社の事業所
国　内：兼松エレクトロニクス株式会社（東京都中央区）

兼松コミュニケーションズ株式会社（東京都渋谷区）
兼松サステック株式会社（東京都中央区）
兼松トレーディング株式会社（東京都中央区）
株式会社兼松ケージーケイ（東京都中央区）
兼松ペトロ株式会社（東京都千代田区）
新東亜交易株式会社（東京都千代田区）

海　外：Kanematsu USA Inc.（米国）
Kanematsu（Hong Kong）Ltd.（香港）
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10）従業員の状況（2022年3月31日現在）

事業セグメント 従業員数 前期末比増減
人 人

電 子 ・ デ バ イ ス 4,393 140

食 料 774 △14

鉄 鋼 ・ 素 材 ・ プ ラ ン ト 1,224 19

車 両 ・ 航 空 376 1

そ の 他 230 6

全 社 （ 共 通 ） 449 △2

合 計 7,446 150

（注）従業員数は就業人員数であります。

11）主要な借入先（2022年3月31日現在）

借入先 借入金残高
百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 28,124

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 18,090

農 林 中 央 金 庫 13,245

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 12,408

株 式 会 社 あ お ぞ ら 銀 行 12,450

12）その他の重要な事項
　特に記載すべき事項はありません。
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2 会社の株式に関する事項（2022年3月31日現在）

1）発行可能株式総数 200,000,000株

2）発行済株式総数 84,500,202株（自己株式262,430株を含む）

3）株主数 25,529名

株主名 持株数 持株比率
千株 ％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 12,599 14.95

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 5,682 6.74

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 2,322 2.75

M S I P  C L I E N T  S E C U R I T I E S 2,167 2.57

S S B T C  C L I E N T  O M N I B U S  A C C O U N T 2,128 2.52

ザ 　 バ ン ク 　 オ ブ 　 ニ ュ ー ヨ ー ク 　 メ ロ ン 　 １ ４ ０ ０ ４ ４ 2,061 2.44
ビービーエイチ　ユーエムビーバンク　ナシヨナルアソシエーシヨン
ペアツリーポラリスフオーリンバリユスモールキヤツプフアンド

1,693 2.00

ビ ー エ ヌ ワ イ エ ム 　 ア ズ 　 エ ー ジ ー テ イ
ク ラ イ ア ン ツ 　 ノ ン 　 ト リ ー テ イ ー 　 ジ ヤ ス デ ツ ク

1,505 1.78

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 1,417 1.68

農 林 中 央 金 庫 1,249 1.48

4）大株主（上位10名）の状況

（注）持株比率は自己株式（262,430株）を控除して計算しております。なお、自己株式（262,430株）には、役員向け株式交付信託
が保有する当社株式（697,300株）は含めておりません。
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3 会社の役員に関する事項

1）取締役および監査役の状況（2022年3月31日現在）

地　位 氏　名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 谷 川 　 薫 監査室担当

代 表 取 締 役 社 長 宮 部 佳 也

取 締 役 下 嶋 政 幸

取 締 役 蔦 野 哲 郎 企画、IT企画、先進技術・事業連携担当

取 締 役 田 原 祐 子
株式会社ベーシック　代表取締役
一般社団法人フレームワーク普及促進協会　代表理事
サンヨーホームズ株式会社　社外取締役（監査等委員）

取 締 役 田 中 一 弘 一橋大学大学院経営管理研究科　教授

監 査 役 （ 常 勤 ） 村 尾 哲 朗

監 査 役 （ 常 勤 ） 平 井 基 壽

監 査 役 倉 橋 雄 作 弁護士
株式会社ユナイテッドアローズ　社外取締役（監査等委員）

監 査 役 稲 葉 喜 子

公認会計士、税理士
株式会社はやぶさコンサルティング　代表取締役
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ　社外監査役
株式会社ディー・エヌ・エー　社外監査役

（注）1. 取締役　田原祐子氏および田中一弘氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役　倉橋雄作氏および稲葉喜子氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3. 監査役の財務および会計に関する知見は以下のとおりであります。
・監査役　村尾哲朗氏は、長年にわたり企業経営の要職を歴任した経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有
しております。
・監査役　平井基壽氏は、長年にわたり企業経営の要職を歴任した経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有
しております。
・監査役　稲葉喜子氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、会計および税務に関する相当程度の知見を有しております。
4. 2021年６月23日付で、監査役　宮地　主氏は辞任いたしました。
5. 社外取締役　田原祐子氏および田中一弘氏、社外監査役　倉橋雄作氏および稲葉喜子氏は、株式会社東京証券取引所の定め
る独立役員として、同取引所に届け出ております。
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会社の役員に関する事項

地　位 氏　名 担　当

※ 社 長 宮 部 佳 也

専 務 執 行 役 員 本 下 俊 秀 審査、法務コンプライアンス担当

常 務 執 行 役 員 菅 　 栄 治 鉄鋼・素材・プラント部門長、大阪支社長、名古屋支店長

常 務 執 行 役 員 濱 崎 雅 幸 食糧部門長

常 務 執 行 役 員 原 田 雅 弘 電子・デバイス部門長、DX推進担当

上 席 執 行 役 員 田 中 一 生 人事、総務、運輸保険担当

※ 上 席 執 行 役 員 蔦 野 哲 郎 企画、IT企画、先進技術・事業連携担当

上 席 執 行 役 員 城 所 僚 一 車両・航空部門長

上 席 執 行 役 員 山 科 裕 司 Kanematsu USA Inc.社長

執 行 役 員 岩 田 　 修 鉄鋼・素材・プラント部門副部門長

執 行 役 員 村 松 陽 一 郎 Kanematsu GmbH 社長、Kanematsu Europe Plc 社長

執 行 役 員 中 嶋 　 潤 食糧部門副部門長

執 行 役 員 橋 本 　 徹 畜産部門長

執 行 役 員 西 村 浩 一 食品部門長

執 行 役 員 藤 田 彰 彦 電子・デバイス部門副部門長、電子統括室長

執 行 役 員 楠 田 　 香 監査室副担当、監査室長

執 行 役 員 桝 谷 修 司 財務、主計、営業経理担当

6. 当社は執行役員制度を導入しております。2022年４月１日現在の執行役員は、以下のとおりであります。

（注）※印の執行役員は、取締役を兼務しております。

2）責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項の規定に基づいて、社外取締役である田原祐子氏および田中一弘氏、監査
役である村尾哲朗氏および平井基壽氏、社外監査役である倉橋雄作氏および稲葉喜子氏との間で、同法第
423条第１項の損害賠償責任を同法第425条第１項に定める額を限度とする契約を締結しております。
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1. 基本方針
　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよ
う株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正
な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基
本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、
その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

2. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、
従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、当社の取締役、監査役および執行役員等を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定す
る役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料は当社が全額負担しております。
　当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受
けることによって生ずることのある損害を填補するものであり、法令違反や私的な利益供与等に起因する損
害は填補されないなど、一定の免責事由を定めております。

4）取締役および監査役の報酬等の額
①役員報酬等の内容の決定に関する方針
　当社は、2021年２月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決
議しております。取締役会の決議に際しては、決議する内容についてあらかじめ報酬委員会へ諮問し、答申
を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容
の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が
尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は、次のとおりであります。
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会社の役員に関する事項

3. 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
　業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標（親会社の所有
者に帰属する当期利益）を反映した現金報酬とし、業績指標とその値より算出された額を賞与とし
て毎年、一定の時期に支給する。業績指標は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、
適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。

　　　非金銭報酬等は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため業績指標
（親会社の所有者に帰属する当期利益）を反映した株式報酬とし、中期経営計画に定める業績目標
の達成度等に応じて算出された株式数を退任時に交付する。目標となる業績指標とその値は、中期
経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏ま
えた見直しを行うものとする。

4. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対す
る割合の決定に関する方針
　業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態
に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、報酬委員会において検討を行う。取締役会
は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人
別の報酬等の内容を決定することとする。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬：業
績連動報酬等：非金銭報酬等＝40%～70%：15%～45%：15%～30%とする（業績目標を100%達
成の場合）。

5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　取締役の個人別の基本報酬の額および業績連動報酬の決定方法については、取締役会は、報酬委
員会に原案を諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容を尊重し、決定することとする。また、
非金銭報酬等の決定方法は報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決
定する。
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役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる
役員の員数(名)

金銭報酬等 非金銭報酬等
基本報酬 業績連動報酬等 業績連動型

株式報酬
取締役（社外取締役を除く） 236 152 40 43 4
社 外 取 締 役 19 19 － － 2
監査役（社外監査役を除く） 56 56 － － 2
社 外 監 査 役 19 19 － － 3

計 331 247 40 43 11

②当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）1. 金銭報酬等の額は、2015年６月24日開催の第121回定時株主総会において、取締役の報酬額は年額３億円以内（うち、社外
取締役の報酬額は年額30百万円以内）、監査役の報酬額は年額84百万円以内と決議しております。
当該株主総会終結時点の取締役の員数は７名（うち、社外取締役は２名）、監査役の員数は４名（うち、社外監査役は３名）
であります。

2. 金銭報酬等とは別枠で、2018年６月22日開催の第124回定時株主総会において、当社が金銭を拠出することにより設定する
信託が当社株式を取得し、対象となる取締役（社外取締役を除く）に対し、役位および業績目標の達成度等に応じたポイン
トの数に相当する数の当社株式を本信託を通じて交付する業績連動型株式報酬を決議しております。本制度は、2018年８月
から2024年８月までの約６年間を信託期間として、信託期間の年数に140,000ポイント（１ポイントは当社株式１株）を乗
じた数を対象となる取締役（社外取締役を除く）に付与するポイント総数の上限としております。また、取締役に交付する
ために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の上限として合計金４億50百万円、当社株式の取得方法を取引
所市場（立会外取引を含む）から取得する方法または自己株式の処分による方法としております。なお、取締役が当社株式
の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。
当該株主総会終結時点の取締役の員数は５名（社外取締役を除く）であります。

3. 業績連動報酬等および非金銭報酬等に係る業績指標は親会社の所有者に帰属する当期利益であり、当期の実績は159億86百
万円であります。当該指標を選択した理由は「①役員報酬等の内容の決定に関する方針　3.業績連動報酬等ならびに非金銭
報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針」のとおりであります。

4. 業績連動報酬等は、有価証券報告書に記載される親会社の所有者に帰属する当期利益に0.25％を乗じた金額（親会社の所有
者に帰属する当期利益が50億円未満の場合は０円）または50百万円のいずれか少ない金額で算定しております。

5. 業績連動型株式報酬は、中期経営計画に定める期間（2018年４月１日から2024年３月末日までの期間）を評価対象期間と
し、当該評価対象期間１年ごとに次の算式により算出（１円未満切り上げ）し、合計した額を業績連動型株式報酬額といた
します。なお、親会社の所有者に帰属する当期利益の実績値は、当該評価対象期間の最終年度の有価証券報告書に記載され
る親会社の所有者に帰属する当期利益といたします。
業績連動型株式報酬額の算出式：
親会社の所有者に帰属する当期利益50億円未満：０円
親会社の所有者に帰属する当期利益50億円以上250億円未満：親会社の所有者に帰属する当期利益×0.18％
親会社の所有者に帰属する当期利益250億円以上300億円未満：親会社の所有者に帰属する当期利益×0.20％
親会社の所有者に帰属する当期利益300億円以上：60百万円
なお、評価対象期間の途中で対象となる取締役が死亡または退任した場合は、中期経営計画の始期から（当該評価対象期間
の期間内に、新たに取締役となった場合は取締役となった月を含む事業年度から）死亡または退任日の直前に終了した事業
年度までを評価対象期間として置き換えて、業績連動型株式報酬額を算出いたします。
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6. 業績連動型株式報酬の金額（43百万円）は、業績連動型株式報酬に係る費用として当事業年度に計上した金額であります。
7. 当事業年度末の取締役（社外取締役を除く）は４名、社外取締役は２名、監査役（社外監査役を除く）は２名、社外監査役
は２名であります。上表の社外監査役の支給員数と相違しておりますのは、2021年６月23日開催の第127回定時株主総会終
結の時をもって退任した、社外監査役１名が含まれているためであります。

5）社外役員に関する事項
①他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
■● 取締役　田原祐子氏は、株式会社ベーシックの代表取締役、一般社団法人フレームワーク普及促進協会の
代表理事およびサンヨーホームズ株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。当社と株式会社ベー
シック、一般社団法人フレームワーク普及促進協会およびサンヨーホームズ株式会社との間に特別な取引
関係はありません。

■● 取締役　田中一弘氏は、一橋大学大学院経営管理研究科の教授であります。当社と一橋大学との間に特別
な取引関係はありません。

■● 監査役　倉橋雄作氏は、株式会社ユナイテッドアローズの社外取締役（監査等委員）であります。当社と
株式会社ユナイテッドアローズとの間に特別な取引関係はありません。
■● 監査役　稲葉喜子氏は、株式会社はやぶさコンサルティングの代表取締役、株式会社東京きらぼしフィナ
ンシャルグループの社外監査役および株式会社ディー・エヌ・エーの社外監査役であります。当社と株式
会社はやぶさコンサルティング、株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループおよび株式会社ディー・
エヌ・エーとの間に特別な取引関係はありません。
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区　分 氏　名 取締役会
出席状況

監査役会
出席状況

発言状況および
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の内容

取 締 役

田 原 祐 子 19回中
19回 －

企業経営における豊富な経験と人材・組織コンサルティ
ング経験で培われた高い見識に基づき、経営への助言や
業務執行に対する適切な監督を行っております。
また、指名・報酬委員として客観的・中立的立場で当社
の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程において
審議し、取締役会に答申を行っております。

田 中 一 弘 19回中
19回 －

経営学を専門とする大学教授であり、企業経営について
の幅広い知識と高い見識に基づき、経営への助言や業務
執行に対する適切な監督を行っております。
また、指名・報酬委員として客観的・中立的立場で当社
の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程において
審議し、取締役会に答申を行っております。

監 査 役
倉 橋 雄 作 19回中

18回
13回中
13回

弁護士としての専門的な知識と経験に基づき、適宜必要
な発言を行っております。

稲 葉 喜 子 14回中
13回

10回中
10回

公認会計士、税理士としての専門的な知識と経験に基づ
き、適宜必要な発言を行っております。

②当事業年度における主な活動状況

（注）監査役　稲葉喜子氏は、2021年６月23日開催の第127回定時株主総会において選任されたため、取締役会および監査役会の開
催回数が他の社外役員と異なります。
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4 会計監査人に関する事項

区　分 監査証明業務に基づく報酬 非監査証明業務に基づく報酬
百万円 百万円

当 社 154 3

連 結 子 会 社 215 －

計 369 3

1）会計監査人の名称
　ＰｗＣあらた有限責任監査法人

2）報酬等の額

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法上の監査と金融商品取引法上の監査の監査報酬を区分しておりませんの
で、監査証明業務に基づく報酬には金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の金額を含めております。

2. 非監査証明業務に基づく報酬には、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）として、コンフォートレター
の作成業務に係る報酬および海外拠点の税務申告等に伴う合意された手続き業務に係る報酬等が含まれております。

3. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて
必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意をいたしました。

4. 当社の重要な子会社のうち、Kanematsu USA Inc.、Kanematsu（Hong Kong）Ltd.は、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
以外の監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有するものを含む）の監査（会社法（これらの法律に相当す
る外国法令を含む）の規定によるものに限る）を受けております。

3）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められ、かつ改善の見込
みがないと判断した場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計
監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議
案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
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5 会社の体制および方針

「内部統制システムの構築に関する基本方針」

　会社法第362条第4項第6号および会社法施行規則第100条第1項ならびに第3項に従い、当社「内部統制システム
の構築に関する基本方針」を以下のとおり定める。

　当社では、「企業理念」に以下「われらの信条」を定め、経営の拠り所としている。
＜われらの信条＞
①伝統的開拓者精神と積極的創意工夫をもって業務にあたり、適正利潤を確保し、企業の発展を図る。
②会社の健全なる繁栄を通じて、企業の社会的責任を果し、従業員の福祉を増進する。
③組織とルールに基づいて行動するとともに、会社を愛する精神と、社内相互の人間理解を基本として、業務を
遂行する。

　また、「兼松行動基準」を定め、日常における業務の指針としている。
　会社法および会社法施行規則に定める各項目については以下のとおり。

(1) 当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
①企業の法令遵守の重要性に鑑み、「内部統制・コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス体制の
強化を図る。

②コンプライアンスハンドブックを整備し、具体的事例による対応策を盛り込み、社内イントラネット上でも閲
覧可能とし、取締役から全従業員までに周知徹底する。

③内部統制・コンプライアンス委員会または社外弁護士に直接報告・相談できるホットライン制度を導入し、
「ホットライン運用規程」を制定する。

④法令遵守のみならず、良識ある行動倫理を徹底すべく、教育研修の充実を図る。
⑤反社会的勢力との関係を一切遮断することについて、コンプライアンスハンドブックに明記し、周知徹底を図る。

1）業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
①業務の適正を確保するための体制
　当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は、次のとおりであります。
（最終改訂　2021年４月１日）
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(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
①「取締役会規定」にて、取締役会の議事録は10年間本店に備えおくことを定める。
②「文書保存細則」において、会計帳簿および貸借対照表ならびに会社の基本的権利義務に関する契約および財
産に関する証書、その他これに準ずる文書の保存および廃棄に関する基準を定め、文書を保存する。

③当該「文書保存細則」を制定し、取締役の職務の執行に必要と判断される文書が適宜閲覧可能な体制とする。

(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①市場リスク、信用リスク、投資リスク、カントリーリスク等、業務上発生し得るリスクについては、「職務権
限規程」に基づきそれぞれ担当部署を定め、社内規程や施行細則、「業務のしおり」を策定、研修などを通じ
て周知徹底を図る。

②必要に応じ社内横断的な委員会等を設置し、リスクのコントロールを行う。
③当社に内在するリスクを総合的に評価し、業務の有効性・効率性を追求するとともに財務報告の信頼性を確保
するため、社内横断組織として、「内部統制・コンプライアンス委員会」を設置する。

④ビジネスリスクの極小化のために、「職務権限規程」に基づいた社内稟議体制を構築し、主要な投融資につい
ては「案件審議会」を設け、各種リスクの見地から総合的に検討する。

⑤自然災害など重大事態発生時の業務に関する危機リスクについて規程および行動指針を策定し、適切な管理体
制を構築する。

(4) 当社の取締役の職務の執行が適正・効率的に行われることを確保するための体制
①「取締役会規定」を定め、定例取締役会を原則１ヵ月に１回、臨時取締役会を必要に応じ随時開催する。取締
役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令または定款に定める事項の他、経営方針その他の重要事項を
決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。取締役会には、監査役も出席し意見を述べる。

②経営の意思決定の迅速化および監督機能と業務執行機能を分離することによる職務責任の明確化を図り、業務
執行の機動性を高めるため、執行役員制度を採用する。執行役員は取締役会が選任し、会社の業務執行を担当
する。

③意思決定の迅速化と機動的経営の実現のため、取締役会長および社長を含む執行役員で構成される「経営会
議」を組織し、取締役会決定の方針に基づいて会社の全般的な業務の執行に関する基本方針を定め、業務遂行
の指揮、指導にあたる。

④会社が、公正かつ組織的な企業活動を行うため、取締役、執行役員および従業員の職務と権限の関係ならびに
基準を定める「職務権限規程」を制定する。
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⑤重要案件の決裁のスピードアップと審議の高度化を目的とし、「職務権限規程」に定められた決裁者の決裁に
先立ち、あらかじめ全社的立場で検討・審議を行い、決裁者への答申を行うため、「案件審議会」を設置する。
⑥業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画を作成し、また事業年度毎の業務計画を立案
し、全社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案、実行する。

⑦会計記録の適正を期するとともに、業務が適正に遂行されているかを監視するために、「監査規程」を定め、
各部門および子会社を対象として、監査室による内部監査を実施する。

(5) 当社および当社子会社（以下「当社グループ」という。）における業務の適正を確保するための体制
①子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、職務権限規程に定める「関係会社運営に関する職務権限
明細表」に従い、基本方針の樹立・経営上の重要事項等に関し、原則として事前に協議のうえ当社の承認を得
る体制とする。また、関連会社については、株主総会における議決権行使の賛否を決定することを前提に、経
営上の重要事項等に関し、原則として事前に社内承認を得る体制とする。

②年に数回、適宜、当社および主要な子会社・関連会社のトップマネジメントが集まり、経営に関する情報を共
有し、相互理解とコーポレート・ガバナンスの共通認識の徹底を図る。

③当社は、当社のリスクの統制・管理活動と連携が図られるよう、子会社のリスク管理に関する指導・調整を行
うとともに、子会社における事業リスクの統制および管理の状況について、内部監査を実施する。

④当社は、子会社の危機管理体制の整備を指導し、危機リスク発生の場合には、当社グループで連携し対応でき
るよう調整する。

⑤当社は、当社グループの中期経営計画および事業年度ごとの業務計画を策定し、子会社においてもその計画達
成に向け具体策を策定・実行するよう指導する。

⑥当社は、当社グループを対象とする「コンプライアンスハンドブック」を整備し、その役職員に周知徹底する。
また、当社内部統制・コンプライアンス委員会が当社グループのコンプライアンスを統括・推進する体制とす
る。

(6) 当社の監査役を補助すべき使用人に関する事項
①監査役より、その職務を補助すべき使用人の配置の要請がある場合には、監査役の職務遂行を補助する体制を
確保する。

(7) 当社の監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性および監査役の当該使用人に対する指示の実効性に関
する事項

①監査役の職務遂行を補助すべき使用人については、当該使用人の取締役からの独立性、および当該使用人に対
する監査役の指示の実効性の確保に留意する。
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(8) 当社の監査役への報告に関する体制
①取締役および使用人は、監査役に対して、取締役が法令に違反する事実、会社に著しい損害を及ぼすおそれの
ある事実を発見したときには、これを速やかに報告するものとする。

②内部統制・コンプライアンス委員会を担当する取締役は、監査役に対して、当社グループのコンプライアンス
に関する業務の状況について１ヵ月に１度以上、重要事項については都度、報告する。

③取締役および使用人は、監査役から業務執行に関する報告を求められた場合には、速やかに報告する。
④監査役は、監査役監査を実効的に行うため、取締役会の他、経営会議、案件審議会、内部統制・コンプライア
ンス委員会、その他重要な会議または委員会に出席し、当社グループにおける経営上の重要事項について報告
を受ける。また、出席しない場合には、監査役は付議事項について説明を受け、稟議書、報告書等の資料およ
び議事録等を閲覧することができる。

⑤監査役は、定期的に当社グループの監査役が出席するグループ会社監査役連絡会を開催し、当社グループの監
査役間における情報共有を図る。

⑥監査役へ報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由として解雇その他の不利な取扱いを行うことを
当社グループにおいて禁止する。

(9) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査役は、内部監査部門の実施する内部監査に関する年次計画について事前に説明を受け、必要があると認め
るときは、意見を述べることができる。また、当社グループにおける内部監査の実施状況について適宜報告を
受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等に関する意見を述べることができる。
②監査役は、会計監査人の取締役からの独立性を確保し、会計監査人の監査計画について、事前に報告を受ける
ものとする。また、会計監査人の報酬および、会計監査人に依頼する非監査項目については、監査役の同意を
要するものとする。

③監査役および監査役会は、代表取締役と定期的に会合をもち、代表取締役の経営方針を確かめるとともに、会
社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等につ
いて意見交換し、代表取締役との相互認識と信頼関係を深めるよう努めるものとする。

④当社は、監査役がその職務の執行に必要な費用について前払いまたは償還の請求をしたときは、速やかに当該
費用を処理する。

以　上
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②業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、上記の基本方針に基づいて内部統制システムを適切に整備しております。当事業年度における運
用状況の概要は、次のとおりであります。

■●コンプライアンスおよびリスク管理の状況
　社長をはじめ各執行役員から当社従業員および当社子会社の役職員に向け、コンプライアンスの重要性、
個々人の倫理観を確立する必要性について繰り返し発信いたしました。また、就業規則内の懲戒の種類見直
し、ハラスメントハンドブックの刷新、社内コンプライアンス研修での事例紹介、コンプライアンス違反の
懸念を認知した場合の即時報告の徹底など、コンプライアンス意識の更なる浸透と充実に引き続き取り組み
ました。
　より一層の効率性・実効性のある業務統制とリスク管理を図るべく、職務権限規程をはじめ社則等の社内
ルールにつき、法令変更や外部環境の変化を踏まえて適宜改定を行いました。業務リスク管理上の施策とし
ましては、情報セキュリティ意識向上を目的とした不審メール訓練、SNSを正しく利用するための手順確立
を行いました。また、新型コロナウイルス感染症を起因とした企業活動維持の観点からは、引き続きフルフ
レックスタイム制等の柔軟な勤務体制の維持に加え、育児・介護と業務の両立支援策を拡充いたしました。
　内部統制・コンプライアンス委員会は計２回開催し、当社および当社子会社における内部統制システムの
整備・運用・評価・改善などについて、リスクの総合的評価という観点から協議いたしました。
　また、当社および主要な子会社・関連会社のトップマネジメントが集まる関係会社社長会を２回開催し、
当社グループ全体の内部統制・コンプライアンスやリスク管理に関する課題・情報を共有いたしました。

■●取締役等の職務遂行の状況
　取締役会は、原則月１回、計19回開催し、経営理念、中長期戦略、コーポレート・ガバナンスなど、当
社および当社グループの経営方針その他の重要事項を決定いたしました。
　経営会議は、原則月２回、計26回開催し、取締役会が決定した経営方針に基づいて業務執行の指揮、指
導にあたりました。また、案件審議会は原則月２回、計18回開催し、重要案件について事前に審議した結
果を決裁者に答申いたしました。
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会社の体制および方針

　子会社の経営につきましては、主管部門を定め、重要な事項について事前申請の承認や報告徴求を行いま
した。
　2021年３月期をもって、中期ビジョン「 」の前半３ヵ年が終了したことに伴い、基本方針に
大きな変更はないものの、新型コロナウイルス感染症拡大による業績や事業投資の進捗への影響等を踏まえ
定量目標を見直すとともに、重点施策にSDGsやDXへの取組みを追加いたしました。具体的には、2021年
７月にDX推進委員会を新設し、AI・クラウドサービスを活用したビジネス展開を遂行したほか、SDGsの
取組みとしてインドネシアを中心とした森林減少対策（REDD）やパームオイル開発等の気候変動対策事業
の開発、脱炭素コンサルプロジェクトの立上げを実施しております。また、イノベーション投資制度を新設
し、先進技術（IoT/AIなど）を軸とした新規事業の推進と拡大をより一層活発化させる活動を行っており
ます。人材面では健康推進体制を前期から推進しており、2021年に引き続き「健康経営優良法人2022」の
認定を受けたほか、ダイバーシティ＆インクルージョン推進のための社内横断プロジェクトチーム発足、フ
ルフレックス制の維持を行っております。

■●監査役監査の実効性確保の状況
　監査役は、取締役の職務執行を監査するにあたり、代表取締役その他の取締役および執行役員・部長その
他の従業員から適宜業務執行やリスク管理状況についての報告を受け、またすべての取締役会、経営会議の
ほか、重要な会議・委員会に出席いたしました。また、主要なグループ会社の代表取締役から業務執行等に
ついて報告を受け、それらの会社の監査役等とも、グループ会社監査役会議の開催や個別の面談の場を通じ
適宜の情報共有を行いました。
　内部監査部門である監査室は、内部監査と監査役監査との連携を図るべく、監査役との定期的な面談を実
施し、子会社監査を含めた内部監査の年次計画、実施状況、監査結果等について説明いたしました。
　また、監査役は、会計監査人と定期的に会合をもち、会計監査計画および実施状況、ならびに当社の業績
や財政状態に影響を与える事項、監査上の主要な検討事項等について意見交換することを通じて、会計監査
人の取締役からの独立性の確認や会計監査人の体制・業務品質の評価を行いました。
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会社の体制および方針

2）剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営の重要課題と認識しており、将来の成長投資のための適正
な内部留保とのバランスを考慮しながら、業績に裏付けられた利益配分を行うことを基本と考えております。
　配当につきましては、中期ビジョン「 」の配当性向（総還元性向）の目標を30～35％と掲げ
ております。
　なお、当社では、会社法第459条第１項に規定する剰余金の配当につきましては、取締役会の決議によっ
て定める旨を定款に規定しております。また同様に、中間配当および期末配当の基準日を、それぞれ毎年９
月30日および３月31日とする旨を定款に規定しており、取締役会の決議による年２回の配当を原則として
おります。
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連結財政状態計算書

連結計算書類
連結財政状態計算書（2022年3月31日現在） （単位：百万円）

科　目 金　額

（資産の部）

流動資産 492,090

現金及び現金同等物 91,420

営業債権及びその他の債権 236,453

棚卸資産 121,018

その他の金融資産 12,006

その他の流動資産 31,190

非流動資産 142,365

有形固定資産 42,087

のれん 10,624

無形資産 24,912

持分法で会計処理されている投資 15,121

営業債権及びその他の債権 807

その他の投資 35,997

その他の金融資産 7,101

繰延税金資産 2,175

その他の非流動資産 3,537

資産合計 634,456
　

科　目 金　額
（負債の部）

流動負債 338,459
営業債務及びその他の債務 214,822
社債及び借入金 73,707
リース負債 6,674
その他の金融負債 7,567
未払法人税等 4,893
引当金 503
その他の流動負債 30,290

非流動負債 96,714
社債及び借入金 69,745
リース負債 10,158
その他の金融負債 1,608
退職給付に係る負債 6,842
引当金 1,712
繰延税金負債 5,453
その他の非流動負債 1,193

負債合計 435,173
（資本の部）

資本
資本金 27,781
資本剰余金 27,164
利益剰余金 89,280
自己株式 △1,305
その他の資本の構成要素 16,563
在外営業活動体の換算差額 5,296
その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資産 10,068
キャッシュ・フロー・ヘッジ 1,198
親会社の所有者に帰属する持分合計 159,484
非支配持分 39,798
資本合計 199,282
負債及び資本合計 634,456
　（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

連結損益計算書（2021年4月1日から2022年3月31日まで） （単位：百万円）

科　目 金　額
収益 767,963
原価 △656,161
売上総利益 111,801
販売費及び一般管理費 △85,103
その他の収益・費用
固定資産除売却損益 △103
固定資産減損損失 △18
その他の収益 3,597
その他の費用 △826 2,649

営業活動に係る利益 29,347
金融収益
受取利息 166
受取配当金 1,114
その他の金融収益 66 1,348

金融費用
支払利息 △1,690
その他の金融費用 △1,691 △3,381

持分法による投資損益 1,451
税引前利益 28,765
法人所得税費用 △8,206
当期利益 20,559
当期利益の帰属：
親会社の所有者 15,986
非支配持分 4,573

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結持分変動計算書

連結持分変動計算書（2021年4月1日から2022年3月31日まで） （単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本
剰余金

利益
剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素 親会社の
所有者に
帰属する
持分合計

在外営業
活動体の
換算差額

その他の包括
利益を通じて
公正価値で測定
する金融資産

キャッシュ・
フロー・
ヘッジ

確定給付
制度の
再測定

その他の
資本の
構成要素
合計

2021年３月31日残高 27,781 27,034 78,070 △1,311 1,633 10,163 554 － 12,351 143,926
当期利益 15,986 － 15,986
その他の包括利益 3,663 115 643 24 4,446 4,446

当期包括利益 － － 15,986 － 3,663 115 643 24 4,446 20,433
配当金 △5,010 － △5,010
非支配持分株主に対する配当金 － －
自己株式の取得 △2 － △2
自己株式の処分 0 8 － 8
非支配持分株主との資本取引 19 － 19
株式報酬取引 110 － 110

所有者との取引額合計 － 129 △5,010 5 － － － － － △4,875
その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替 235 △210 △24 △235 －
2022年３月31日残高 27,781 27,164 89,280 △1,305 5,296 10,068 1,198 － 16,563 159,484

非支配持分 資本合計
2021年３月31日残高 36,566 180,492
当期利益 4,573 20,559
その他の包括利益 1,239 5,686

当期包括利益 5,812 26,246
配当金 △5,010
非支配持分株主に対する配当金 △2,564 △2,564
自己株式の取得 △2
自己株式の処分 8
非支配持分株主との資本取引 △16 3
株式報酬取引 110

所有者との取引額合計 △2,580 △7,455
その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替 －
2022年３月31日残高 39,798 199,282
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

計算書類
貸借対照表 （2022年3月31日現在） （単位：百万円）

科　目 金　額
（資産の部）

流動資産 193,427
現金及び預金 14,792
受取手形 1,338
売掛金 73,235
有価証券 1
棚卸資産 51,346
前渡金 8,537
前払費用 791
短期貸付金 2
関係会社短期貸付金 25,854
未収入金 5,632
デリバティブ債権 7,776
その他 4,146
貸倒引当金 △29

固定資産 117,740
有形固定資産 729
建物 130
構築物 0
機械及び装置 50
車両運搬具 0
工具、器具及び備品 129
土地 5
リース資産 314
建設仮勘定 98
無形固定資産 808
ソフトウエア 731
電話加入権 7
その他 69
投資その他の資産 116,202
投資有価証券 21,030
関係会社株式 84,051
出資金 2,195
関係会社出資金 6,141
長期貸付金 1,257
従業員に対する長期貸付金 23
関係会社長期貸付金 1,716
固定化営業債権 252
長期前払費用 15
前払年金費用 37
その他 2,259
貸倒引当金 △2,779

繰延資産 87
社債発行費 87

資産合計 311,255
　

科　目 金　額
（負債の部）

流動負債 140,413
支払手形 127
輸入荷為替手形 65,182
買掛金 23,977
1年内償還予定の社債 5,000
短期借入金 22,390
リース債務 176
未払金 7,673
未払費用 604
未払法人税等 598
前受金 8,402
預り金 2,640
前受収益 23
資産除去債務 263
デリバティブ債務 3,141
その他の引当金 192
その他 18

固定負債 68,195
社債 15,000
長期借入金 50,579
リース債務 190
退職給付引当金 17
関係会社事業損失引当金 13
株式給付引当金 284
資産除去債務 27
繰延税金負債 1,894
その他 188

負債合計 208,608
（純資産の部）

株主資本 97,435
資本金 27,781
資本剰余金 26,887
資本準備金 26,887
その他資本剰余金 0
利益剰余金 44,061
利益準備金 131
その他利益剰余金 43,929
別途積立金 1,836
繰越利益剰余金 42,093

自己株式 △1,294
評価・換算差額等 5,211
その他有価証券評価差額金 4,025
繰延ヘッジ損益 1,186
純資産合計 102,646
負債純資産合計 311,255
　（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

損益計算書（2021年4月1日から2022年3月31日まで） （単位：百万円）

科　目 金　額
収益 336,492
原価 323,272
売上総利益 13,220

販売費及び一般管理費 14,068
営業損失（△） △848

営業外収益
受取利息 447
受取配当金 10,057
為替差益 1,274
その他 463 12,242

営業外費用
支払利息 1,019
その他 207 1,227
経常利益 10,166

特別利益
有形固定資産売却益 26
投資有価証券売却益 618 645

特別損失
固定資産処分損 2
投資有価証券売却損 2
投資有価証券評価損 1,598
関係会社減資払戻損 3
関係会社貸倒及び事業損失引当金繰入額 207 1,813
税引前当期純利益 8,998
法人税、住民税及び事業税 1
法人税等調整額 414 416
当期純利益 8,582

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2021年4月1日から2022年3月31日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 27,781 26,887 0 26,887 131 1,836 38,565 40,533 △1,300 93,901
当期変動額
剰余金の配当 － △5,054 △5,054 △5,054
当期純利益 － 8,582 8,582 8,582
自己株式の取得 － － △2 △2
自己株式の処分 0 0 － 8 8
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） － － －

当期変動額合計 － － 0 0 － － 3,527 3,527 5 3,533
当期末残高 27,781 26,887 0 26,887 131 1,836 42,093 44,061 △1,294 97,435

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

当期首残高 3,631 611 4,243 98,144
当期変動額
剰余金の配当 － △5,054
当期純利益 － 8,582
自己株式の取得 － △2
自己株式の処分 － 8
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 394 574 968 968

当期変動額合計 394 574 968 4,502
当期末残高 4,025 1,186 5,211 102,646
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

監査報告書

独立監査人の監査報告書
2022年５月24日

兼松株式会社
取締役会　御中

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 好 田 健 祐
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 新 田 將 貴
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 平 岡 伸 也

PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、兼松株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度
の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示
項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、兼松株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及
び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の
責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従
って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し
て意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算
書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求め
られている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示項目の
一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算
書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、経営者が清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそれ以外に現実的な代替案がな
い場合を除いて、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、会社計算規則第120条第１項
後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開
示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施す
る。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の
前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関
する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監
査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示項
目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、
並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容
について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2022年５月24日

兼松株式会社
取締役会　御中

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 好 田 健 祐
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 新 田 將 貴
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 平 岡 伸 也

PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、兼松株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第128
期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計
算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係
る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の
責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意
見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等
又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他
の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求め
られている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することに
ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我
が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうか
について合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施す
る。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前
提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結
論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、
関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容
について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2021年4月1日から2022年3月31日までの第128期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書
に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、監査室その他の使用人等と意
思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要
な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取
締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から
成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締
役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の
状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整
備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）に
ついて検討いたしました。

2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び
取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年5月24日

常勤監査役 村 尾 哲 朗
常勤監査役 平 井 基 壽
社外監査役 倉 橋 雄 作
社外監査役 稲 葉 喜 子

兼松株式会社　監査役会

　

監査役会の監査報告

以　上

60



2022/05/26 15:19:46 / 21825207_兼松株式会社_招集通知

メモ

メ　　モ



2022/05/26 15:19:46 / 21825207_兼松株式会社_招集通知

メモ

メ　　モ



2022/05/26 15:19:46 / 21825207_兼松株式会社_招集通知

裏表紙

会　場 兼松株式会社　東京本社19階会議室
東京都港区芝浦1丁目2番1号　シーバンスN館　電話 03－5440－8111

交　通 JR・モノレール『浜松町』駅下車　南口より徒歩約10分（歩行者デッキ経由）
都営地下鉄 『大　門』駅下車　A1出口より徒歩約15分
ゆりかもめ 『日の出』駅下車　2A出口より徒歩約5分
　

JR浜松町駅

浜松町駅

日の出駅ゆりかもめ

運河

●コスモ石油GS

高
都
首

至田町 都営浅草線第一京浜（国道15号線） 金杉橋

東京モノレール
世界貿易センター
ビル（閉鎖中）

東京ガス
ビル

（旧東芝ビル）

橋
広
末

橋
浦
芝
新

旧芝離宮
恩賜庭園

線
戸
江
大
営
都

（歩行者デッキ）

A1出口

南口

シーバンス

2A出口

大門駅

至新橋

N館
S館

浜松町ビルディング

写真の左側の建物がN館になります。

当社
株主総会
会場

※車でのご来場はご遠慮くださいますようお願いいたします。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

　

第128回定時株主総会会場ご案内図


